
納 期 限

（

）

1月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
で
は
、
北
陸
新
幹
線
金
沢
延
伸
に
向
け
、
夜
間
試
験
走
行
を
行
い
ま
す
。

ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
走
行
日
時
】　

１
月
18
日（
日
）　

午
前
０
時
分
か
ら
午
前
５
時
ま
で

　
　
　
　
　
　
（
予
備
日
）１
月
25
日（
日
）

【
走
行
回
数
】　

２
往
復
程
度（
長
野

－

軽
井
沢
間
）

問
い
合
わ
せ
先　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
長
野
支
社
総
務
部
企
画
室　

０
２
６（
２
２
４
）４
６
５
４

北
陸
新
幹
線
の
夜
間
試
験
走
行
が
行
わ
れ
ま
す
。

御
代
田
町

子
育
て
応
援
金
を
支
給
し
ま
す

　

町
で
は
、
子
育
て
家
庭
の
経
済

的
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た

め
、
幼
児
教
育
期
に
入
る
児
童
を

養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
子
育
て

応
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
１
月
に

「
御
代
田
町
子
育
て
応
援
金
支
給

申
請
書
」と
関
係
書
類
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
い

た
だ
き
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
に
な
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
申
請
書
が
届
か
な
い
場

合
や
ご
不
明
な
点
等
は
、
町
民
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
子
ど
も

● 

平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
で
御

代
田
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
こ
と

● 

平
成
26
年
度
に
お
い
て
、
３
歳

に
達
す
る
子
ど
も（
平
成
23
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
24
年
４
月

１
日
生
）で
あ
る
こ
と

支
給
金
額
・
回
数

　
 

一
人
に
つ
き
２
０
、０
０
０
円

一
回
限
り

申
請
・
支
給
方
法

　

手
当
の
受
給
に
は
、
対
象
と
な

る
子
ど
も
と
同
一
世
帯
で
、
こ
の

児
童
を
養
育
し
、
生
計
を
一
緒
に

し
て
い
る
主
た
る
保
護
者
が
、
町

に
対
し
て
申
請
を
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

● 

窓
口
で
の
申
請

　

 

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
等
を

直
接
町
民
課
に
提
出

● 

郵
送
に
よ
る
申
請

　

 

支
給
対
象
者
が
、
申
請
書
等
を

郵
送
で
町
に
提
出

● 

支
給
方
法

　

 

町
が
申
請
者
か
ら
指
定
さ
れ
た

金
融
機
関
の
口
座
に
２
月
中
に

振
り
込
み
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類（
必
ず
添
付
）

● 

申
請
者
の
公
的
身
分
証
明
の
写

し（
運
転
免
許
証
等
）

● 

振
込
先
口
座
の
わ
か
る
通
帳
等

の
写
し（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
写
し
等
）

申
請
期
限

　

１
月
30
日（
金
）

※ 

申
請
期
間
が
短
い
の
で
、
忘
れ

ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
に
よ
る
申
請

　

代
理
人
と
し
て
申
請
で
き
る
の

は
、
従
た
る
保
護
者
で
す
。
そ
れ

以
外
の
方
で
代
理
申
請
が
で
き
る

次
の
方
は
、
委
任
状
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

● 

支
給
対
象
者
で
あ
る
保
護
者
と

同
じ
世
帯
構
成
員
。

● 

基
準
日
現
在
保
護
者
と
一
緒
に

居
住
し
、
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
る
外
国
人
。

そ
の
他
注
意
事
項

● 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
指
定
す
る
場

は
通
帳
に
よ
っ
て
振
込
め
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
郵
便
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

● 

申
請
期
限
ま
で
に
申
請
を
し
な

か
っ
た
場
合
は
辞
退
さ
れ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す
。

● 

申
請
書
の
不
備
に
よ
り
振
込
不

能
等
で
支
給
が
で
き
ず
、
町
で

確
認
し
て
も
修
正
が
で
き
な
い

場
合
は
申
請
を
取
り
下
げ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す
。

町
か
ら
の
問
い
合
わ
せ

　

申
請
に
つ
い
て
不
明
な
点
が

あ
っ
た
場
合
は
町
か
ら
問
い
合
わ

せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
Ａ

Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

や
、
申
請
の
代
行
を
す
る
こ
と
、

ま
た
手
数
料
の
振
込
等
を
求
め
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
不

審
な
事
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
町
民

課
ま
た
は
、
警
察
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係（
内
線
47
・
74
）

２
２

町営住宅使用料（１月分）国民健康保険税（８期分）

後期高齢者医療保険料（７期分） 上水道使用料（１月期分）
大口12月使用分

下水道使用料（１月期分）
大口12月使用分

介護保険料（７期分）

保育料（１月分） 月月曜日曜日
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（
広
告
欄
）

（
広
告
欄
）

御
代
田
町
立
保
育
園

臨
時
保
育
士
募
集

申
請
を
お
忘
れ
な
く

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

に
こ
に
こ
広
場
開
催

《
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ
う
》

児
童
扶
養
手
当
と
公
的
年
金
等
と

の
併
給
制
限
が
見
直
さ
れ
ま
し
た

　

カ
ワ
イ
イ
子
ど
も
た
ち
が
あ
な

た
を
待
っ
て
い
ま
す
♪

募
集
内
容

保
育
士
臨
時
職
員　

若
干
名

勤
務
場
所

や
ま
ゆ
り
保
育
園
／
雪
窓
保
育
園

応
募
資
格

● 

年
齢
55
歳
以
下
で（
平
27
年
４

月
１
日
現
在
）保
育
士
の
資
格

が
あ
る
方

● 

通
年
勤
務
で
き
る
方

● 

地
方
公
務
員
法
16
条
の
欠
格
条

項
に
該
当
し
な
い
方

採
用
期
間（
６
カ
月
更
新
）

平
成
27
年
４
月
１
日

 

〜
平
成
28
年
３
月
31
日

賃
金

日
額　

７
、３
０
０
円

申
込
受
付
期
間

１
月
８
日（
木
）〜
２
月
20
日（
金
）

（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

申
込
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

提
出
書
類

● 

履
歴
書（
写
真
添
付
）

● 

保
育
士
免
許
の
写
し

採
用
方
法

　

書
類
審
査
の
上
、
面
接
し
決
定

し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

町
民
課
こ
ど
も
係（
内
線
47
・
74
）

　

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、

申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

支
給
対
象
者
に
は
、
11
月
に
町

か
ら
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

確
認
書
類
と
と
も
に
返
送
す
る
か
、

町
民
課
こ
ど
も
係
へ
直
接
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

　

申
請
期
限
ま
で
に
申
請
さ
れ
な

い
場
合
に
は
、
給
付
金
が
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　

平
成
27
年
１
月
27
日（
火
）

支
給
額

　

対
象
児
童
一
人
に
つ
き

　

１
０
、０
０
０
円

ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

　
「
振
り
込
め
詐
欺
」や「
個
人
情

報
の
搾
取
」に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

町
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

 

（
内
線
47
・
74
・
76
）

　

未
就
園
児
の
ご
家
庭
の
皆
さ
ま

に「
や
ま
ゆ
り
保
育
園
」お
よ
び

「
雪
窓
保
育
園
」の
日
ご
ろ
の
様
子

を
見
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
お

子
さ
ま
が
多
く
の
友
だ
ち
と
関
わ

れ
る
場
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、

に
こ
に
こ
広
場
を
開
催
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
、
保
育
園
に
遊
び
に

い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

　

１
月
８
日（
木
）

　

午
前
10
時
〜
11
時
ご
ろ

受
付
時
間

　

午
前
９
時
30
分
〜
９
時
45
分

　

※ 

開
始
時
間
ま
で
園
内
を
見
た

り
、
ホ
ー
ル
で
遊
ん
だ
り
し

て
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所

　

や
ま
ゆ
り
保
育
園
・
雪
窓
保
育

園
の
正
面
玄
関
入
口

持
ち
物

　

親
子
の
上
履
き（
お
子
さ
ま
用

は
靴
）、
帽
子
、
飲
み
物（
お
茶
な

ど
甘
く
な
い
も
の
）、
着
替
え
、

タ
オ
ル

問
い
合
わ
せ
先

や
ま
ゆ
り
保
育
園 （
32
）２
４
３
６

雪
窓
保
育
園 

（
32
）４
１
６
６

　

児
童
扶
養
手
当
は
今
ま
で
、
公

的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
方
は

支
給
対
象
外
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
26
年
12
月
１
日
よ
り
児

童
扶
養
手
当
額
と
公
的
年
金
等
支

給
額
を
比
較
し
て
公
的
年
金
等
支

給
額
が
低
い
場
合
、
そ
の
差
額
分

の
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
平
成
26
年
12
月
１
日
現

在
で
該
当
に
な
る
方
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
３
月
末
ま
で
に
申
請
を

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
12
月
ま
で

遡
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

す
で
に
申
請
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、

保
健
福
祉
課
福
祉
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
児
童
扶
養
手
当
と
は
？
】

　

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父

ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
や
、
父
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
と
同
居
し
養
育
し
て
い
る

方
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

 

（
32
）６
５
２
２

（（99）） みよた広報 やまゆり　 みよた広報 やまゆり　20152015年年11月号月号


